
富士電線工業株式会社に対する審決について 

（ＶＶＦケーブルの製造業者及び販売業者による価格カルテル事件） 

 

平成２７年５月２６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，被審人富士電線工業株式会社（以下「被審人」という。）に対

し，平成２３年１１月１４日，審判手続を開始し，以後，審判官をして審判手続を行

わせてきたところ，平成２７年５月２２日，被審人に対し，平成２５年法律第１００

号による改正前の独占禁止法（以下「独占禁止法」という。）第６６条第２項の規定

に基づき，被審人の各審判請求をいずれも棄却する旨の審決を行った（本件平成２３

年（判）第８４号及び第８６号審決書については，当委員会ホームページの「報道発

表資料」及び「審決等データベース」参照）。 

 

１ 被審人の概要 

事業者名 本店所在地 代表者 

富士電線工業株式会社 大阪府柏原市本郷五丁目５番４８号 代表取締役 永野 隆彦 

 

２ 被審人の審判請求の趣旨 

(1) 平成２３年（判）第８４号 

平成２３年（措）第７号排除措置命令の全部の取消しを求める。 

(2) 平成２３年（判）第８６号 

平成２３年（納）第９３号課徴金納付命令の全部の取消しを求める。 

 

３ 主文の内容 

被審人の各審判請求をいずれも棄却する。 

 

４ 本件の経緯 

平成２３年 ７月２２日  排除措置命令及び課徴金納付命令 

９月２０日  被審人から排除措置命令及び課徴金納付命令に対

して審判請求 

 １１月１４日  審判手続開始 

１２月２２日  第１回審判 

         ↓ 

平成２６年 ７月２４日  第１４回審判（最終意見陳述を終了） 

平成２７年 ３月 ６日  審決案送達 

５月２２日  審判請求を棄却する審決 
 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室 

電話 ０３－３５８１－５４７８（直通） 

ホームページ  http：//www.jftc.go.jp/ 
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５ 審決の概要 

(1) 原処分の原因となる事実 

被審人は，他の事業者と共同して，遅くとも平成１８年６月１日までに，販売

業者に対して販売されるＶＶＦケーブル（注１）（以下「特定ＶＶＦケーブル」と

いう。）の販売価格（注２）を決定していく旨を合意することにより（以下，この

合意を「本件合意」という。），公共の利益に反して，我が国における特定ＶＶ

Ｆケーブルの販売分野における競争を実質的に制限していた（以下，この行為を

「本件違反行為」という。）。 

被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，平成１８年１２月１７日から平成２１年１２月１６日までの３年間であり，

独占禁止法第７条の２の規定により算出された課徴金の額は１６億１７１８万

円である。 

 
（注１） 「ＶＶＦケーブル」とは，６００ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブル平形のうち，次に掲げ

る品目をいう。ＶＶＦケーブルは，主にビル，家屋等の建物に設置されるブレーカーから建物内部

のコンセント等までの屋内配線として使用されるものである。 

１ 線心数が２本で導体径が１．６ミリメートルのもの 

２ 線心数が２本で導体径が２．０ミリメートルのもの 

３ 線心数が２本で導体径が２．６ミリメートルのもの 

４ 線心数が３本で導体径が１．６ミリメートルのもの 

５ 線心数が３本で導体径が２．０ミリメートルのもの 

６ 線心数が３本で導体径が２．６ミリメートルのもの 

７ 線心数が４本で導体径が１．６ミリメートルのもの 

８ 線心数が４本で導体径が２．０ミリメートルのもの 

（注２） 被審人にあっては富士電線販賣株式会社（以下「富士電線販賣」という。）の販売価格をいう。

 富士電線販賣は，被審人の販売部門を分離して設立され，ＶＶＦケーブルの販売事業を行ってい

た。本件では，本件違反行為の主体は被審人か富士電線販賣かについて争いがあった。 

 

(2) 本件において前提となる事実 

ア 被審人の概要 

(ｱ) 被審人は，ＶＶＦケーブルの製造業を営んでいた者である。 

(ｲ) 被審人の株式のうち，被審人のオーナー一族が６割強を保有していた。 

(ｳ) 被審人の関連会社である富士電線販賣において業務を行っていた従業員

は，全員被審人から出向していた。 

(ｴ) 被審人は，富士電線販賣に対し，製造したＶＶＦケーブルの全てを販売し

ていた。 

イ 富士電線販賣について 

(ｱ) 富士電線販賣は，被審人の販売部門を分離して設立され，実際の本店機能

を営む事業所の所在地は，被審人の本店所在地と同所にあり，ＶＶＦケーブ

ルの販売事業を行っていた。 

(ｲ) 富士電線販賣の株式のうち，被審人及び被審人のオーナー一族が９割強を

保有しており，その余の株式は，被審人からの出向者によって構成される社

員持株会が保有していた。 

また，富士電線販賣の代表取締役社長は，被審人の代表取締役社長が兼任

し，富士電線販賣のその他の役員も被審人の役員が兼任していた。 

(ｳ) 富士電線販賣では独自に従業員を採用しておらず，同社の従業員は，全て

被審人からの出向者であった。また，富士電線販賣の従業員は，被審人の就
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業規則及び賃金規則の適用を受け，被審人が富士電線販賣の従業員の解雇権

を有し，給与の振込手続を行っていた。 

(ｴ) 富士電線販賣には経理及び財務の業務を担当する部門が存在せず，被審人

の経理部が無償で富士電線販賣の経理及び財務の業務を行っていた。 

(ｵ) 富士電線販賣は，その販売するＶＶＦケーブルの全てを被審人から購入し，

これを販売業者に対して販売していた。 

(3) 本件の争点 

ア 被審人は本件違反行為の主体か否か（本件違反行為の主体は被審人か富士電

線販賣か）。（争点１） 

イ 被審人に「当該商品」（独占禁止法第７条の２第１項）の売上額が存在する

か否か。（争点２） 

 (4) 争点に対する判断の概要 

ア 争点１について 

(ｱ) 認定事実によれば，被審人と富士電線販賣は資本関係，人的関係及び取引

関係等において極めて密接なつながりを持っており，被審人は，製造したＶ

ＶＦケーブルの全てを富士電線販賣に販売し，富士電線販賣もその販売する

ＶＶＦケーブルの全てを被審人から購入していた。また，富士電線販賣が販

売するＶＶＦケーブルの販売方針等は，被審人の社内会議等で検討及び指示

され，富士電線販賣は，被審人の社内会議等で策定された販売方針等に従っ

てＶＶＦケーブルを販売業者に販売していたことなどから，被審人と富士電

線販賣は，法形式上は別個の法人格を有しているものの，実態としては，富

士電線販賣は被審人社内のＶＶＦケーブルの販売業務を所掌する組織とほ

ぼ同一の組織であったと認められることから，被審人は，富士電線販賣を通

じて自ら特定ＶＶＦケーブルの販売事業を行っていたと認められる。 

(ｲ) 前記(ｱ)のとおり，特定ＶＶＦケーブルの販売事業を行っていたのは被審

人であるところ，認定事実によれば，販売業者に対する具体的な特定ＶＶＦ

ケーブルの販売価格を設定していたのも被審人であると認められ，また，本

件合意が形成された場に出席していたのは被審人であると認められること

から，本件合意の主体は被審人であると認められる。 

(ｳ) したがって，被審人は本件合意の主体であり，かつ，被審人の行為は我が

国における特定ＶＶＦケーブルの取引分野における競争を実質的に制限し

たと認められることから，被審人は本件違反行為の主体であると認められる。 

 

イ 争点２について 

(ｱ) 独占禁止法第７条の２第１項にいう「当該商品」とは，違反行為の対象商

品の範疇に属する商品であって，違反行為である相互拘束を受けたものをい

うと解すべきであり，また，違反行為の対象商品の範疇に属する商品につい

ては，一定の商品につき，違反行為を行った事業者又は事業者団体が，明示

的又は黙示的に当該違反行為の対象から除外するなど当該商品が違反行為

である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情が認められない

限り，違反行為による拘束が及んでいるものとして「当該商品」に該当する

と解される。 

(ｲ) 前記アのとおり被審人は本件違反行為を行っていたこと，被審人は富士電

線販賣を通じて特定ＶＶＦケーブルの販売事業を行っていたことが認めら
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れ，本件違反行為の対象商品である特定ＶＶＦケーブルは「販売業者に対し

て販売される」ＶＶＦケーブルであるところ，被審人が富士電線販賣を通じ

て販売業者に販売したＶＶＦケーブルは特定ＶＶＦケーブルに該当するも

のである。 

(ｳ) したがって，被審人が富士電線販賣を通じて販売業者に販売したＶＶＦ

ケーブルは，本件違反行為の対象商品の範疇に属する商品であって，かつ，

本件違反行為による拘束が及んだ商品であるから，被審人には「当該商品」

の売上額が存在すると認められる。 
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